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解説版 新型コロナウイルス感染症に係る措置について

■特別休暇
○教職員本人や親族に症状がみられる場合
　　※発症から治癒まで（検査結果が陰性の場合は結果が判明するまで）
○子が通う学校園が休校園の場合
　　※登園自粛要請の場合も対象
○新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受ける場合
　　※ワクチン接種のための予約に必要な時間については対象外

■職専免
○同僚に感染が疑われる場合
○同僚など勤務を通じて濃厚に接触した者に感染が疑われる場合
　　※家族間での接触でもなく，勤務上の接触でもない場合は在宅勤務
○新型コロナウイルスワクチンの接種にともなう副反応が生じた場合
　　※副反応かどうかにかかわらず，風邪症状がみとめられる場合は取得可能

■発熱等の風邪症状

※同僚職員とは，職員本人が勤務を通じて職場等で濃厚に接触した者を想定している。
　例：同じ学校で業務を行う同僚教職員，会議等で長時間同席した学校関係者

■その他

感染が疑われる者の
状況（期間）

感染が疑われる者

検査まで
検査から

結果判明まで

結果判明から
治癒まで

（検査結果が
陽性の場合）

医師の
検査指示から
検査実施まで

教職員本人に
症状がみられる場合 特 別 休 暇
教職員の親族に

症状がみられる場合 特 別 休 暇
同僚職員等※に

感染が疑われる場合 職 専 免
友人・知人に症状がみられ，

濃厚接触者として
外出自粛要請された場合

在 宅 勤 務

小学校・中学校・高校・特別支援学校・保育園・幼稚園・こども園の臨時休業等
の期間（職員本人が勤務しないことがやむを得ない場合に限る）
※保育園等が休園ではなく，登園自粛の場合についても同様

特 別 休 暇

海外から帰国し，２週間の自宅待機とされた場合 在 宅 勤 務

ポイント１　新型コロナウイルス感染拡大防止に係る特別休暇と職専免
ワクチン接種は職専免、副反応が生じた場合は特別休暇
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　　※登園自粛要請の場合も対象
○新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受ける場合
　　※ワクチン接種のための予約に必要な時間については対象外
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